
■添付書類のご案内　　名古屋市に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請をされる方へ
・確定申告で「空家の発生を抑制する譲渡所得の特例の適用」を受けられる方は、おひとりおひとりに被相続人居住用家屋等確認書が必要です。

・譲渡した敷地等の所在地が名古屋市内の場合、確認書の交付申請や事前相談は下記「問合せ先」となります。

・申請方法は直接持ち込みか、郵送のいずれかです。

・申請に際して下記の添付書類と申請書が必要です。申請書１通につき確認書を１通交付いたします。

・複数の相続人が同時に申請される場合、添付書類は1セットだけのご用意で構いません。

・譲渡前後の状況により必要書類が異なります。下の矢印に沿って番号が入っている添付書類と所定の様式をご確認ください。

【別記様式１－１】家屋を耐震リフォーム後に家屋とその敷地を譲渡した

↓ 【別記様式１－２】家屋を取壊し後にその敷地を譲渡した

↓ 【別記様式１－３】家屋とその敷地を譲渡後、翌年2月15日までに家屋を取壊した

↓ 【別記様式１－３】家屋とその敷地を譲渡後、翌年2月15日までに家屋を耐震改修した

添付書類添付書類添付書類↓ 取　得　先

① ① 区役所(支所）市民課
栄サービスセンター　等

② ② 住所地の市町村窓口　等

③ ③ 仲介不動産業者　等

④ ④ 法務局　等

⑤ ⑤
(ⅰ)

法務局
解体工事施工業者　等

⑤
(ⅱ)

建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
建設業者　等

（ⅰ）

電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契
約廃止日等)が確認できる書類
　・検針票
　・料金支払のお知らせ
　・料金納付書
　・各種会社が発行する証明書　等

契約をしていた各種会社
等

（ⅱ）

宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き
家であることを表示して広告していることを証
する書面
　・広告チラシ
　・物件概要書
　・ホームページ画面の印刷　等

宅地建物取引業者　等

（ⅲ） その他

⑦ ご自身で撮影
除却工事施工業者　等

（ⅰ）

施設への入所時に要介護認定等を受けていた
ことを明らかにする書類
　・認定の決定通知書
　・介護保険の被保険者証
　・福祉サービス受給者証
　・⑦の（ⅱ）の書類　等

各認定機関
福祉施設
市町村の窓口　等

（ⅱ）

入所していた施設の名称、所在地、施設の種類
を明らかにする書類
　・施設入所時の契約書
　・施設が発行する入所証明書　等

福祉施設　等

（ⅲ）

相続発生直前まで被相続人が対象の家屋を一
定使用し、かつ、事業等の用に供されていないこ
とを証する書類
　A　電気、水道又はガスの使用中止日が
　　　 確認できる書類
　B　対象の家屋への外出、外泊の記録
　C　対象の家屋を宛名とする公的機関からの
      郵便物
　D　その他要件を満たしていることを認めるこ
      とができるような書類　等

契約をしていた各種会社
福祉施設　等

問合せ先（交付申請受付窓口）

　〒460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目１番1号
　　名古屋市スポーツ市民局地域振興課（空家等対策担当）
　　　TEL ：０５２－９７２－３１２６
　　　FAX ：０５２－９７２－４４５８
　　　Mail：a3130@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
【市公式ウェブサイト】https://www.city.nagoya.jp　→サ
イト内検索で「空き家の発生」と検索していただくと、当制
度のリンク「空き家の発生を抑制するための特例措置」が表
示されます。申請書様式のダウンロードはそちらからも可能
です。

対象の家屋が耐震基準に適合したことを明らかにす
る書類・・・A又はB　（およびC）
　A　耐震基準適合証明書
　B　建設住宅性能評価書
　C　耐震改修工事等に関する請負契約書、工事費
　　　用の請求書と領収書

・法務局への滅失登記の申請書では受付できません
・家屋が登記されている場合はA又はBのいずれかが必要です
・家屋が未登記の場合はC又はDなどで受付できます
・Ｃ又はＤは工事対象の所在地と取壊し日が記載されているものが必要です

・ＡとＢだけで対象の家屋とその敷地等を被相続人から相続したことが確認できればＣＤＥは不要です
・換価分割など登記によらない譲渡所得の配分をされる場合、Ｃが必要です
・家屋が未登記の場合、固定資産税評価証明書等や課税明細書と合わせてＣＤＥなどが必要です
・相続登記がなされないまま、家屋を取壊してしまった場合、ＣＤＥなどが必要です
・建物の建築年月日が昭和56年5月31日以前であることも確認いたします。
・Ｃについて、本申請と関わりのない部分については隠していただいて構いません
・Eについては複写不可ですが、相続関係説明図の添付があれば原本還付が可能です

⑥

⑦

対象の家屋の取壊しから譲渡までの期間にその敷地
等を使用していなかったことを明らかにする書類
　・対象敷地の更地の写真

被相続人が老人ホーム等の施設に入所していた場合、(ⅰ)～(ⅲ)の書類の全てが必要です

・ここでは要介護認定等とは、要介護認定、要支援認定、介護保険法施行規則第140条の６２の4号
　第2号に該当、障害者支援区分の認定のうちのいずれかを表します
・入所中や退所時ではなく、入所時に要介護認定等を受けていることが確認できるものが必要です
・要介護認定が入所の条件となっている施設の場合、⑦の(ⅱ)をご用意いただければ⑦の(ⅰ)を兼
　ねることができます。
・被相続人（故人）に関する情報開示請求については、住所地の市町村窓口にお問い合わせください

・入所していた施設が以下のいずれかに該当する必要があります
　　養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
　　介護老人保健施設、介護医療院
　　サービス付き高齢者向け住宅
　　障害者支援施設、共同生活援助を行う施設
・複数の施設に入所していた場合、全ての施設に関する書類が必要です。
・押印や日付の記載が不十分な契約書では受付できませんので事前にご確認ください
・入所証明書の様式はお任せしておりますが、必要な事項が記載されるようにお伝えください
　（必要な事項：入所者の氏名・住所・生年月日、入所日、施設の名称・所在地・種類）
・入所証明書に入所から退所までの要介護認定等の記載があれば⑦の(ⅰ)を兼ねることができます

・Aは1-1の場合⑤(ⅰ)、1-2及び1-3の場合⑥(ⅰ)と兼ねることができます
・Cは入所期間中のものに限ります
・Dにつきましては、職員までお問い合わせください

対象の家屋とその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け、居住などの用に供されていないことを証する書類として(ⅰ)～(ⅲ)のいずれかが必要です

④

・Ａ又はＢは必ず必要です
・A又はBだけで工事が完了した日（耐震基準に適合した日）が確認できない場合はCが必要です

対象の家屋又はその敷地等を取得した「相続人の人
数」を明らかにする書類・・・AおよびB
　Ａ　土地の登記事項証明書
　Ｂ　建物の登記事項証明書（閉鎖事項証明書）
　Ｃ　遺産分割協議書
　Ｄ　法定相続情報一覧図
　Ｅ　被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本　等

対象の家屋の取壊し日を明らかにする書類・・・A
　A　閉鎖事項証明書（上記④Bの（）内と同じ）
　B　滅失登記の登記完了証
　C　解体工事の請負契約書及び工事費用の請求
　　　書と領収書
　D　解体工事会社の発行する建物取壊し証明書
　　　及び印鑑証明証

・電気、水道、ガスのうち、いずれかで構いません。
・1-1、1-3の場合、相続開始から譲渡までの期間に使用中止しているものが有効です
・1-2の場合、相続開始から家屋の取壊しまでの期間に使用中止しているものが有効です
・契約名義、使用場所が確認できるものが必要です
・単独で使用場所が確認できない場合、複数の書類でそれを証明していただくこともできます
・証明書等の発行につきましては各種契約会社へお問い合わせください

・仲介の媒介契約書や、買主への物件説明書、売買契約時の重要事項説明書では受付できません
・1-2の場合、家屋の取壊し後に作成された敷地だけの資料では受付できません

・対象の家屋とその敷地について空き家バンクに登録されていた場合はご相談ください

・取壊しから譲渡までの期間の写真が必要です
・撮影日を明記してください
・撮影日は手書きでも構いません
・画像の確認だけでは受付できません、写真をプリントアウトしたものが必要です

・この資料は別記様式の２枚目、３枚目を参考に名古屋市が作成したものです
・代理人や相続人のうちのどなたかに申請・受け取りをご希望される場合は、委任状と本人確認書類が必要です
・委任状の様式は任意で構いませんが、委任者の氏名は本人の署名が必要です（住所と電話番号も記載してください）
・申請受付後、不備や不足がなければ１週間程度で確認書が交付されます
・時期によっては申請から交付まで２週間程度必要なこともありますので、お早目にご申請ください
・確認書の受け取りは直接来庁いただくか、返信用封筒（レターパック等）をご準備いただければ郵送での返送も可能です
・地域振興課以外の部署では、本申請に関する受付や相談等は受け付けておりません
・ご提出いただいた添付書類はお返しできません
・郵送で申請される場合、以下の点をご確認ください
　→返信用封筒は必ず同封してください。
　→お送りいただいた申請書と添付書類については、出来るだけコピーしたものを手元に残したうえでご発送ください

⑤ ⑥

⑥ ⑧

その他の注意事項

②

③
（⑧）

補足説明とよくある質問

・相続発生時などの古いものでも構いません
・戸籍の附票が追加で必要な場合があります（被相続人が複数の老人ホーム等に入所していた　など）
・戸籍の附票だけでは受付できません
・戸籍の除籍だけでは受付できません

・1-1、1-3の場合、譲渡後に取得したものが必要です
・1-2の場合、家屋の取壊し後に取得したものが必要です
・相続開始の直前（被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前）から住民票の取得日ま
　での間に相続人が転居している場合、戸籍の附票などが追加で必要になる場合があります。
・対象の土地又は建物を複数人で相続した場合、相続人全員分の住民票が必要です。
・対象の土地又は建物の相続を受けていない法定相続人の住民票は不要です。

・相続人が売主（遺言執行者なども含む）となっていること
・売買契約書では譲渡日が確認できない場合、登記事項証明書や領収書の写しなど譲渡日を確認でき
　るものが必要です
・媒介契約書、重要事項説明書ではございません
・1-3の場合、譲渡の条件として、譲渡後の翌年2月15日までに家屋の耐震リフォーム又は取壊しをするこ
　とが明記してある部分の写しも必要です（⑧）

①

添　付　書　類

被相続人の住民票の除票
※複写不可

相続人の住民票　又は　戸籍の附票
※複写不可

対象の家屋又はその敷地等の売買契約書　等

交付申請や事前相談で来庁される際

は必ず電話予約をお願いします。

ご予約がない場合、予約の方を優先さ

せていただくほか、担当不在の場合はご

対応できませんのでご注意ください

名 古 屋 市
（令和６年４月）

お電話の際は

「空き家の税金控除の件」

と、お伝えください。

http://#
http://#


名古屋市（令和 6 年 4 月） 

  

被相続人居住用家屋等確認書 交付申請・事前相談  

 ご予約メモ  電話︓052－972－3126  
必ず予約の上、ご来庁ください。事前相談のみの場合も電話予約をお願いいたします。 

お電話の際は「空き家の税⾦控除の件」とお伝えください。 
  

⽇時 ︓ 令和    年    ⽉    ⽇ （    曜⽇） 
 
 

午前 ・ 午後     時    分 〜  ※30 分〜1 時間程度かかります 

 
場所 ︓ 名古屋市役所 本庁舎 ５階（スポーツ市⺠局 地域振興課） 

 

・申請から交付まで、1 週間程度必要です（時期によっては 2 週間程度）。 
・郵送で申請される場合、申請書と添付書類をコピーしたものをお手元に残しておいてください。 
・「■添付書類のご案内 名古屋市に『被相続人居住用家屋等確認書』の交付申請される方へ」も 

あわせてご覧ください。お電話の際もお手元にご用意いただくことをおすすめします。 
 

ご注意︓申請の際は申請書（様式１－１、１－２、１－３のいずれか）及び添付書類が必要です。 

 

名古屋市役所 地域振興課 
（直通） 


